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総務文教常任委員長報告 

（H26．3．20） 

 総務文教常任委員会に付託されました議案について、審査の経過概要と結果を報

告いたします。 

 まず、第９号議案の平成２６年度曽我部山林事業特別会計予算は、山林管理に要

する経費であり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、第１３号議案から第４２号議案の平成２６年度亀岡財産区ほか２９財産区

特別会計予算について、その内容は、造林、育林等山林の管理経費、並びに関係地

域の自治振興のための助成経費等が主なものであります。３０財産区いずれも、別

段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４４号議案の亀岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

改正は、地方公務員法の一部改正に伴い、所要の規定整備を図るものであり、別段

異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４５号議案の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正は、スポーツ基本法の施行に伴い、地域スポーツ活動の推進をさら

に充実させるため、スポーツ推進委員の職務の増加等による見直しがされたことか

ら報酬年額を改正しようとするものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員を

もって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４７号議案、亀岡市税条例の一部改正は、観光振興及びにぎわい創出を
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図るため、学校教育上の修学旅行に参加する児童・生徒等の入湯税を免除しようと

するものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、第４８号議案の亀岡市財政調整基金条例の一部改正は、一般会計決算剰余

金の処分方法の多様化を図ろうとするものであり、別段異論なく、採決の結果は、

全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第４９号議案、亀岡市立幼稚園条例の一部改正については、市立幼稚園２

園を統合し、新たな幼稚園を開園しようとするものであり、別段異論なく、採決の

結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第５０号議案、亀岡市社会教育委員設置条例の一部改正については、地域 

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す 

る法律における社会教育法の一部改正に伴い、社会教育委員の委嘱の基準について 

所要の規定整備を図ろうとするものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員を 

もって原案可決すべきものと決定しました。 

次に、第５１号議案、亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター条例の制定につい 

ては、地域住民の生涯学習活動の積極的な推進とコミュニティ活動の円滑な推進を

図り、魅力と活力ある地域社会の形成のため、新たに亀岡市南つつじケ丘コミュニ

ティセンターを設置し、使用及び管理等について定めるものであり、別段異論なく、

採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第５５号議案、辺地総合整備計画の策定については、辺地対策事業の活用
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により地域の活性化を進めるために東別院町における平成２６年度から平成２８年

度までの計画を策定しようとするものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員

をもって原案可決すべきものと決定しました。 

次に、第８号議案、亀岡市土地取得事業特別会計予算と第４６号議案、亀岡市特

別会計条例の一部改正については、関連する議案のため一括して審査を行いました。 

 第４６号議案、亀岡市特別会計条例の一部改正については（仮称）京都・亀岡保

津川公園に関連する用地の先行取得事業を行うため、土地取得事業特別会計を新た

に設置しようとするものであり、第８号議案、亀岡市土地取得事業特別会計予算は

その取得事業にかかる経費を計上したものであります。 

 事業用地の取得については、これまで土地開発公社による先行取得を常としてき 

た中で、今回、土地取得事業特別会計を設置して土地取得をすることの必要性につ 

いて、また、都市計画決定や補助対象となることの担保等々について質疑がなされ 

たところでありますが、関連する予算が一般会計当初予算に計上されていることか 

ら予算特別委員会での審査終了後に改めて審査することといたしました。 

 予算特別委員会での審査終了後、再び執行部の職員に出席を求め、土地取得の手 

続方法、特別会計で取得しようとする理由、３月定例会に予算計上する理由等々、 

改めて質疑し、そののち、委員間討議も行い、議論を深めたところであります。 

 都市計画決定がなされるまで継続審査にしてはどうかという意見もあり、継続審 

査とすることについて諮りましたが、賛成者少数でありましたので、採決すること 

に決定しました。 
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一般会計予算を反対した同じ立場で反対する、また、執行部の提案理由等を理解

したのでスムーズな事業執行を望み賛成するとの、反対、賛成それぞれの立場での

討論の後、採決の結果は賛成多数をもって原案可決すべきものと決定いたしました。 

 

 受理番号３番、原発避難計画に関する請願については、関西広域連合による原発

事故避難計画で亀岡市を対象とした避難計画が盛り込まれなかった場合、自主的に

亀岡市民を守るための政策の策定を求めるものであります。   

請願審査にあたり、執行部の担当部署にも出席を求め、本市の計画の策定見込み

等を質疑しました。討論では、最悪の事態を想定して準備することが大切である、

市民の健康を守る点でも意義あるものであるという賛成意見が出され、採決の結果

は、全員をもって採択すべきものと決定しました。 

 なお、計画策定は労を要すると思われますが、基礎的自治体である本市への市民 

の期待を意気に感じて取り組まれたいこと、委員会もできる限りの協力を惜しまな 

いものであることを申し添えるものであります。 

 

 以上、簡単でありますが、本委員会の報告といたします。 

 








